
緊急行動計画の終了に伴う
今後の大規模氾濫減災協議会のあり方

について

資料－３

令和３年５月３１日

土器川大規模氾濫に関する減災対策協議会



1

今後の大規模氾濫減災協議会のあり方について

水防災意識社会の実現に向け、５ヶ年を目標とする緊急行動計画（減災に係る取組方
針）が、令和２年度で終了。

 このため、令和３年度以降の大規模氾濫減災協議会のあり方について、流域治水プロ
ジェクトと共にさらに推進していく。

１．目標について

 避難や水防対策については、引き続き大規模氾濫減災協議会で「地域の
取組方針」を作成し取り組む。その上で、各取り組みを流域治水プロジェク
トに位置付けることとする。

 緊急行動計画に位置付けていたもので、令和２年度末までに未達成のも
のについては、未達成要因を分析したうえで、流域治水プロジェクトに位置
付けることとする。

２．大規模氾濫減災協議会の協議の対象について

 今後の河川整備などの河川対策については、「流域治水協議会」において
協議する。

 令和３年度からは、避難・水防対策を中心に協議を行う。

※地域の取組方針からは、河川対策を除き避難・水防対策を中心に協議
する。
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大規模氾濫減災協議会の変更点の概要

１．方針
「水防災意識社会の再構築」 ⇒ 「流域治水、防災・減災が主流となる社会」

（水防災意識社会の概念も含む）

※水防災意識社会の再構築を一歩進める取組。

２．目標
「緊急行動計画」 ⇒ 「流域治水プロジェクト」

※「地域の取組方針」を作成し、流域治水プロジェクトに位置付け。

３．協議の対象
「避難・水防対策と危機管理型ハード対策等」 ⇒ 「避難・水防対策」
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「緊急行動計画」の今後の展開について
○水防災意識社会の実現に向け、令和２年度を目標として、円滑かつ迅速な避難・被害軽減のための取り組み等につ

いて「緊急行動計画」として取りまとめ着実に推進してきた。このうち、危機管理型ハード対策については、令和２年
度までにおおむね完了の見込みとなったところ。

○緊急行動計画に含まれていた避難や水防対策については、引き続き、大規模氾濫減災協議会において「地域の取組

方針」を作成するとともに、これを各河川で進められている「流域治水プロジェクト」に位置付けることで、あらゆる関
係者との密接な連携体制のもと、防災・減災の取組を継続的に推進していく。

流域治水協議会、幹事会

河川整備など

土器川における水害に強いまちづくり検討会
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今後のスケジュール及びフォローアップ

大規模氾濫減災協議会
H28.6設立

土器川における
水害に強い

まちづくり検討会
（年２回開催）

大規模氾濫減災協議会
取組状況フォローアップ

第3回～第6回
（出水期前に１回開催）

大規模氾濫減災協議会
（H28.8取組方針の策定）

土器川における
水害に強い

まちづくり検討会
（年２回開催）

大規模氾濫減災協議会
取組推進フォローアップ

第7回～
（出水期前に１回開催）

流域治水協議会
実施状況フォローアップ

第４回～
（年１回開催）

流域治水
幹事会

流域治水協議会
R2.8設立

流域治水協議会
第2回～第3回

（R3.3プロジェクトの策定）

緊急行動計画
H28～R2（５カ年）

流域治水
プロジェクト

R２

流域治水プロジェクト
R３～


